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新型コロナウィルス(COVID-19)の拡大を受け、財政部は税金徴収法第10条の規定に基づき、2020年3月から5月

の各種税目の申告納付期限の延長を公告しました。営利事業所得税に関連する部分は以下の通りです。その他

の税目に関する詳細は添付をご参照ください。

納税義務者がさらに新型コロナウィルス（COVID-19）の拡大による影響(例：無給休暇による経済的困難)を受け、

規定の納付期間内に一括納税出来ない場合、納税義務者は税金徴収法第26条の関連規定(事先の承認申請が

必要)に基づき、規定の納付期間(延長期間を含む)内に管轄税務当局へ納税の延期又は分割納税を申請するこ

とが出来ます。詳細規定については賦税署が作成し、後日公告される予定です。

COVID-19 関連法令(二)

各種国税の申告納付期限の延長

適用税目 従来の申告納付期限 延長後の申告納付期限

2019年度営利事業所得税

確定申告
5月1日から6月1日

6月30日

(適用対象者のみ)

営利事業所得税決算申告、

清算、特殊会計年度の確

定申告及び中間納付申告

6月1日より前の申告期限日
30日間延長

(適用対象者のみ)

添付書類

納税義務者は延長後の期限までに、主務機関発行の隔離治療通知書、隔離通知

書又は検疫通知書等の関連証明書類を添付し、申告書及び添付関連書類と併せて、

管轄税務当局へ申告・納税すること。

適用対象

(本公告の適用対象は事前

の申請提出は不要)

1. 営業人、製造業者、営利事業者又は教育、文化、公益、慈善機関又は団体：

その責任者、会計責任者又は委任を受けて申告する会計士、記帳士、記帳及

び税務申告代理人で、法定の申告納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅

検疫、集中隔離又は集中検疫を受けた者。

2. 源泉徴収義務者：本人、会計責任者又は委任を受けて申告する会計士、記帳

士、記帳及び税務申告代理人で、法定の申告納付期間中に隔離治療、在宅

隔離、在宅検疫、集中隔離又は集中検疫を受けた者。



資料出所：財政部賦稅署109-03-05新聞稿(中国語) 

表 1-1 

新型コロナウィルス（COVID-19）の拡大に対応するため 

2020年3月から5月までの各種国税申告・納付期限の延長に関する明細表 

適用対象 

1.個人：法定申告・納税期間において隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔離又は集中検疫を受けた者。 

2.営業人、製造業者、営利事業者又は教育、文化、公益、慈善機関又は団体：その責任者、会計責任者又は委任を受け

て申告する会計士、記帳士、記帳及び税務申告代理人で、法定の申告納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集

中隔離又は集中検疫を受けた者。 

3.源泉徴収義務者：本人、会計責任者又は委任を受けて申告する会計士、記帳士、記帳及び税務申告代理人で、法定の

申告納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔離又は集中検疫を受けた者。 

適用税目 従来の申告納税期間 延長後の申告納税期間 

所

得

税 

2019年度個人所得税申告 5月1日～6月1日 6月30日 

2019年度営利事業所得税確定申告 5月1日～6月1日 6月30日 

営利事業所得税確定申告、清算申告、特殊

会計年度確定申告及び中間納付申告 
6月1日より前の申告期限日 30日間延長 

個人家屋土地取引所得税 

(房地合一所得税) 

家屋及び土地の所有権移転登

記日又は家屋使用権取引日の

翌日から30日以内(6月1日より

前の申告期限日) 

30日間延長 

源泉税徴収代行義務者が毎月10日までに国

庫に納付する前月の徴収税(居住者) 

3月1日～3月10日 3月31日 

4月1日～4月10日 4月30日 

5月1日～5月10日 6月1日 

源泉税徴収代行義務者が台湾国内に居住し

ていない個人又は台湾国内に固定営業場所

を設置しない営利事業者に源泉税対象所得

を支給する場合に、税金代行徴収日から10日

以内に国庫に納付し源泉徴収票を申告する

必要がある徴収税（非居住者） 

税金代行徴収日から10日以内

(6月1日より前の申告期限日) 
20日間延長 

消

費

税 

1-2月の営業税(月ごとを含む) 3月1日～3月15日 3月31日 

3月の営業税(月ごとに) 4月1日～4月15日 4月30日 

3-4月の営業税(月ごとを含む) 5月1日～5月15日 6月1日 

2020年第1四半期に査定・課徴する営業税 5月1日～5月10日 6月1日 

月ごとに査定・課徴する営業税 

3月1日～3月10日 3月31日 

4月1日～4月10日 4月30日 

5月1日～5月10日 6月1日 

貨物税、たばこ・酒税、特種貨物及び役務税 

3月1日～3月15日 3月31日 

4月1日～4月15日 4月30日 

5月1日～5月15日 6月1日 

https://www.dot.gov.tw/ch/home.jsp?id=26&parentpath=0,9&mcustomize=taxnews_view.jsp&dataserno=202003050001&mserno=201707060001


資料出所：財政部賦稅署109-03-05新聞稿(中国語) 

そ

の

他 

納税義務者である個人又は事業者、生産製造業者、営利事業者又は教育、文化、公益、慈善機関或いは団体

の責任者、会計責任者、源泉徴収義務を有する部門上長又は委任を受けて申告する会計士、記帳士、記帳及

び税務申告代理人等が前述の申告・納税期限延長期間の満期時になお隔離治療を受けている場合、その申

告・納税期限は隔離治療終了日の翌日から20日間延長することができる。 

申

請

手

続

及

び

添

付

証

明

書

類 

税金の申告・納付 

納税義務者は延長後の期限までに、主務機関発行の隔離治

療通知書、隔離通知書又は検疫通知書等の関連証明書類を

添付し、申告書及び添付関連書類と併せて、管轄税務当局へ

申告・納税すること。 

税金の査定・課徴 

納税義務者は延長後の期限までに、主務機関発行の隔離治療

通知書、隔離通知書又は検疫通知書等の関連証明書類を添付

し、管轄税務当局で納税期間の延長手続を行うこと。 

 

  

https://www.dot.gov.tw/ch/home.jsp?id=26&parentpath=0,9&mcustomize=taxnews_view.jsp&dataserno=202003050001&mserno=201707060001


資料出所：財政部賦稅署109-03-05新聞稿(中国語) 

表 1-2 

新型コロナウィルス（COVID-19）による車両ナンバープレート税及び家屋税の納付期間延長明細表 

適用対象 

2020年の車両ナンバープレート税及び2020年の家屋税の納付期間内に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔離又は

集中検疫を受けた個人、法人及び非法人団体の責任者又は会計責任者 

適用税目 法定申告納税期間 申告納税期間の延長 

2020年車両ナンバープレート税 4月1日～4月30日 6月1日 

2020年家屋税 5月1日～6月1日 6月30日 

その他 

個人、法人及び非法人団体の責任者又は会計責任者が前述の申告・納税期限延長期間の満期

時になお隔離治療を受けている場合、その申告・納税期限は隔離治療終了日の翌日から20日間

延長することができる。 

申請手続及び添付

証明書類 

納税義務者は延長後の期限までに、各級衛生主務機関が発行した隔離治療通知書、隔離通知書

又は検疫通知書等の証明書類を納付書及び関連書類と併せて、管轄主務機関に申請し申告・納

税する。 
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資料出所：財政部賦稅署109-03-05新聞稿(中国語) 

付表2 

 

新型コロナウィルス（COVID-19）の影響により税金徴収法第26条に基づく納付期間の延長又は分割納付回数の申請及び申

請プロセス 

単位：台湾元 

納付すべき税額 

納付方法 

延長期限 
分割回数 

(1か月に1回とする。) 

20万未満 1-2か月 2-3回 

20万以上100万未満 1-3か月 2-6回 

100万以上500万未満 1-6か月 2-12回 

500万以上1,000万未満 1-12か月 2-24回 

1,000万以上 1-12か月 2-36回 

申請手続及び添付

証明書類 

納税義務者は規定納付期間（延長期間を含む）内に、管轄主務期間に納付期間の延長又は

税金の分割納付を申請する。 
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